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─────────────────────────────────────────────────── 

平成29年 第１回 ３月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第４日） 

                           平成29年３月23日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────────────── 

議事日程（第４号） 

                       平成29年３月23日 午前10時00分開議 

 日程第 １ 第２０号議案 平成２９年度中間市一般会計暫定予算 

 日程第 ２ 第２１号議案 平成２９年度中間市特別会計国民健康保険事業暫定予算 

 日程第 ３ 第２２号議案 平成２９年度中間市住宅新築資金等特別会計暫定予算 

 日程第 ４ 第２３号議案 平成２９年度中間市地域下水道事業特別会計暫定予算 

 日程第 ５ 第２４号議案 平成２９年度中間市公共下水道事業特別会計暫定予算 

 日程第 ６ 第２５号議案 平成２９年度中間市公共用地先行取得特別会計暫定予算 

 日程第 ７ 第２６号議案 平成２９年度中間市介護保険事業特別会計暫定予算 

 日程第 ８ 第２７号議案 平成２９年度中間市後期高齢者医療特別会計暫定予算 

 日程第 ９ 第２８号議案 平成２９年度中間市水道事業会計暫定予算 

 日程第１０ 第２９号議案 平成２９年度中間市病院事業会計暫定予算 

（日程第１～日程第１０ 委員長報告・質疑・討論・採決） 

 日程第１１ 議員提出議案 中間市議会会議規則の一部を改正する規則 

       第 １ 号  

（日程第１１ 提案理由説明省略・質疑・討論・採決） 

 日程第１２ 意 見 書 案 無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求め 

       第 １ 号 る意見書 

 日程第１３ 意 見 書 案 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見 

       第 ２ 号 書 

（日程第１２～日程第１３ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第１４ 意 見 書 案 オスプレイの国内からの撤去を求める意見書 

       第 ３ 号  

（日程第１４ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第１５ 意 見 書 案 カジノ解禁推進法の撤回とカジノ推進の中止を求める意見 

       第 ４ 号 書 

（日程第１５ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 

 日程第１６ 意 見 書 案 「組織的犯罪処罰法改正案」（共謀罪）の撤回を求める意 

       第 ５ 号 見書 

（日程第１６ 提案理由説明・質疑・討論・採決） 
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 日程第１７ 会議録署名議員の指名 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

出席議員（18名） 

 １番 山本 慎悟君       ２番 安田 明美君 

 ３番 田口 善大君       ４番 小林 信一君 

 ５番 宮下  寛君       ６番 青木 孝子君 

 ７番 田口 澄雄君       ８番 掛田るみ子君 

 ９番 草場 満彦君      １０番 中尾 淳子君 

１１番 堀田 英雄君      １２番 佐々木晴一君 

１３番 植本 種實君      １４番 中野 勝寛君 

１５番 原田 隆博君      １６番 下川 俊秀君 

１７番 井上 太一君      １８番 米満 一彦君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長職務代理者副市長 …………………………………………… 後藤 哲治君 

教育長 …………… 増田 俊明君   総務部長 ………… 園田  孝君 

総合政策部長 …… 藤崎 幹彦君   市民部長 ………… 柴田精一郎君 

保健福祉部長 …… 小南 敏夫君   建設産業部長 …… 間野多喜治君 

教育部長 ………… 濱田 孝弘君                    

環境上下水道部長 ………………………………………………… 久野 裕彦君 

市立病院事務長 … 貞末 孝光君   消防長 …………… 三船 時彦君 

総務課長 ………… 後藤 謙治君   財政課長 ………… 田代 謙介君 

安全安心まちづくり課長 ………………………………………… 村上 智裕君 

企画政策課長 …… 蔵元 洋一君                    

人権男女共同参画課長 …………………………………………… 蛙田 由美君 

健康増進課長 …… 岩河内弘子君   介護保険課長 …… 冷牟田 均君 

土木課長 ………… 藤田  晃君   上水道課長 ……… 井上  一君 

下水道課長 ……… 岩切 伸一君   市立病院課長 …… 末廣 勝彦君 
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────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 西村 拓生君       書  記 八汐 雄樹君 

書  記 熊谷 浩二君       書  記 池田  恭君 

────────────────────────────── 
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○議長（山本 慎悟君）  

 おはようございます。会議に入ります前に、副市長から報告したい旨の申し出がありま

すので、これをお受けしたいと思います。後藤副市長。 

○市長職務代理者副市長（後藤 哲治君）  

 平成２８年度の特別交付税が３月１７日に決定されましたので、ご報告いたします。 

 本年度における特別交付税の額は７億７,５１０万円で、昨年度と比較いたしますと

３,２４０万円、率にして４％の減額となっております。 

 これは、熊本地震、梅雨期等の大雨、台風第１０号といった災害の被災団体に係る財政

需要が多額であったことが要因であります。 

 しかしながら、予算額を２,９８０万円上回る特別交付税の額となったことは、子育て

支援や教育環境の整備、世界遺産を中心とした観光振興による地域の活性化、快適な暮ら

しを支える社会基盤の整備といった地方創生に向けた施策に積極的に取り組む本市といた

しましては、非常に心強いものがございます。 

 これも議会の皆様のご協力とご支援のたまものと感謝いたしております。今後も引き続

き効率的な財政運営を推進していくことを申し上げまして、特別交付税のご報告とさせて

いただきます。 

午前10時01分開議 

○議長（山本 慎悟君）  

 ただいままでの出席議員は１８名で、定足数に達しておりますので、これより会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第 １．第２０号議案

日程第 ２．第２１号議案

日程第 ３．第２２号議案

日程第 ４．第２３号議案

日程第 ５．第２４号議案

日程第 ６．第２５号議案

日程第 ７．第２６号議案

日程第 ８．第２７号議案

日程第 ９．第２８号議案

日程第１０．第２９号議案

○議長（山本 慎悟君）  

 これより、日程第１、第２０号議案から日程第１０、第２９号議案までの平成２９年度
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各会計暫定予算１０件を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、下川俊秀総合政策委員長。 

○総合政策委員長（下川 俊秀君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第２０号議案及び第２５号議案の

うち、総合政策委員会に付託されました所管部分について審査を行いましたので、その概

要と結果をご報告申し上げます。 

 まず、第２０号議案平成２９年度中間市一般会計暫定予算について、その概要を申し上

げます。 

 今回の予算は、７月に市長選挙及び市議会議員選挙が予定されておりますことから、新

しい市長並びに議会構成が決まった時点において、市政方針とこれに基づく予算を措置す

ることが適切であるとの見解により暫定予算が編成されたもので、選挙後の９月定例会に

おいて改めて本予算が提案されるとのことであります。 

 この暫定予算について総括的に申しますと、人件費、物件費等の義務的経費については

おおむね６カ月分の見込み額が、また施設管理費等の経常的経費及び国県補助事業につい

ては１年間分の所要額が計上されております。その裏づけ財源としては、歳出予算に対応

する国県補助金や起債等の特定財源を計上した上で、なお不足する額については、市税及

び地方交付税等の一般財源が計上されており、暫定予算総額としては歳入歳出それぞれ

１０６億８,４００万円となっております。 

 具体的な内容といたしまして、まず歳入の主なものとしては、地方交付税が３１億

１,３００万円、市債が７億６,３２０万円計上されております。国県支出金においては、

地方創生推進交付金が１１０万円、高齢者運転免許証自主返納支援事業補助金が３０万円、

それぞれ計上されており、また雑入において、自主防災組織の活動に係る備品整備のため

のコミュニティ助成金が２００万円計上されております。 

 次に、歳出の主なものとしては、総務費において、中間市ＰＲ大使である大野いとさん

による情報発信事業に要する経費として６０万円、ふるさと納税の管理業務委託料に

９４０万円、１０月にやすらぎ通りで行っている地域活性化イベントに１４０万円、ＮＰ

Ｏ法人中間市地域活性化協議会が中間市のシンボルである遠賀川をテーマとして行うまち

おこし事業に６７０万円、国土交通省とともに遠賀川を生かした水辺の整備事業を行うた

めの「かわまちづくり計画」策定に２００万円が、それぞれ計上されております。 

 また、運転免許証を自主返納した高齢者に公共交通機関で利用可能なＩＣカードを交付

する事業に８０万円、中間南校区と底井野校区を運行しているコミュニティバスが、イオ

ンなかま店に乗り入れるためのバス停設置費用に１０万円、老朽危険家屋等の除却解体費

用の２分の１を助成する事業として１,０００万円、市長選挙及び市議会議員選挙に要す

る経費として２,７００万円が、それぞれ計上されております。 

 商工費では、ケーブルテレビやＦＭラジオ放送で定期的に中間市の放送枠を設けるため
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の広告料として７０万円、公式キャラクターであるなかっぱグッズの制作に３０万円、本

年１１月に開催されるフットパス全国大会の開催経費として１８０万円、ＮＰＯ法人中間

市観光まちづくり協議会設立支援のため２６０万円が、それぞれ計上されております。 

 教育費では、児童一人ひとりの個性や学力にあわせたきめ細かな指導が行えるよう、

３５人学級を小学校６年生まで引き上げるための経費に１,２２０万円、小学校５年生か

ら中学校３年生までの児童生徒に、家庭学習の習慣づけを行うためのノートを配布する事

業に１６０万円、スポーツや文化芸術活動で顕著な成績を修めた高校生の大会出場経費を

一部補助する事業に１３０万円、中間市営野球場の名称が中間仰木彬記念球場に改称され

ることに伴う案内看板の経費に８０万円が、それぞれ計上されております。 

 討論において、委員から「高齢者運転免許証自主返納支援事業の助成金額が近隣自治体

に比べて少ない。また、地方債の償還が性急に行われながら、一方で国民健康保険税の値

上げなどが行われているので、もっと市民生活に即した財政運営を望む」との意見があり

ました。 

 次に、第２５号議案平成２９年度中間市公共用地先行取得特別会計暫定予算について、

その概要を申し上げます。 

 主な内容といたしましては、歳出に公有財産購入費５万円、歳入に市債５万円が計上さ

れ、歳入歳出それぞれ５万円の暫定予算となっております。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、第２０号議案は賛成多数で、第２５号議案は

全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（山本 慎悟君）  

 次に、中尾淳子市民厚生委員長。 

○市民厚生委員長（中尾 淳子君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第２０号議案のうち、市民厚生委

員会に付託されました所管部分並びに第２１号議案、第２２号議案、第２６号議案、第

２７号議案、第２９号議案について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し

上げます。 

 初めに、第２０号議案平成２９年度中間市一般会計暫定予算につきまして申し上げます。 

 まず、市民部の歳入の主なものとしまして、市税２３億５,８３０万円が計上されてお

ります。その内訳は、市民税１０億３,８８０万円、固定資産税８億７,５２０万円、都市

計画税１億７,７６０万円、軽自動車税６,３３０万円、たばこ税２億３３０万円となって

おります。 

 次に、市民部の歳出の主なものとしまして、総務費のうち諸費として、市税の過年度の

還付金１,２００万円、賦課徴収費として、固定資産税課税システム修正委託料５３０万
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円、戸籍住民基本台帳費として、通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金

４８０万円が計上されております。 

 次に、保健福祉部の歳入の主なものとしましては、国庫負担金１８億６,３９０万円、

国庫補助金１億４,６５０万円、県負担金５億２,５４０万円、県補助金１億４,８１０万

円となっております。 

 次に、保健福祉部の歳出の主なものとしましては、社会福祉費では、社会福祉総務費と

して、生活困窮者自立支援法に基づいた自立、就労、子どもの学習などの支援事業を実施

する市民生活相談センターへの委託料２,３３０万円、障害者福祉費として、障害者自立

支援医療費及び生活介護サービス介護給付費等の扶助費４億８,９７０万円、老人福祉費

として、後期高齢者医療療養給付費負担金４億４,９００万円が計上されております。 

 次に、児童福祉費では、子ども・子育て支援費として、保育所施設型給付費６億

８,０００万円、保育所等整備事業補助金１億１,５２０万円が計上されております。 

 次に、生活保護費では、扶助費として、１１億８,７１０万円が計上されており、その

内訳は、医療扶助費６億９,４６０万円、生活扶助費３億４,８７０万円、住宅扶助費１億

１８０万円などとなっております。 

 次に、保健衛生費では、予防費として１億７,７１０万円が計上されており、この中の

報償費３４０万円には、なかま健康マイレージ事業費７０万円が含まれております。 

 討論において、委員から「マイナンバーに関する予算が計上されているが、プライバ

シーの侵害や成り済まし等の犯罪の危険性があることから反対する」などの意見がありま

した。 

 次に、第２１号議案平成２９年度中間市特別会計国民健康保険事業暫定予算につきまし

て申し上げます。 

 歳入の主なものとしまして、国民健康保険税４億６,４７０万円が計上されております。

また、国庫支出金として９億５,５１０万円、療養給付費交付金として９,２８０万円、前

期高齢者交付金として８億６,０６０万円、県支出金として２億７２０万円、共同事業交

付金として８億２,４９０万円、繰入金として３億２,８４０万円、諸収入として１億

５,５４０万円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものとしましては、保険給付費として２４億２９０万円、後期高齢者

支援金等として３億９,０７０万円、介護納付金として１億３,５４０万円、共同事業拠出

金として７億９,６１０万円が計上されております。 

 以上により、暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８億８,９８１万円となっており

ます。 

 討論において、委員から「県広域化となっても被保険者の負担増とならないよう、一般

会計からの繰り入れをぜひ検討していただきたい」などの意見がありました。 

 次に、第２２号議案平成２９年度中間市住宅新築資金等特別会計暫定予算につきまして



- 142 - 

申し上げます。 

 歳入の主なものとしましては、住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金として

１４０万円、貸付金の元利収入として３０万円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものとしましては、住宅新築資金等貸付金の回収に要する経費として、

臨時職員賃金等５０万円、弁護士相談委託料３０万円、補償補填及び賠償金１００万円な

どが計上されております。 

 以上により、暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８５万円となっております。 

 次に、第２６号議案平成２９年度中間市介護保険事業特別会計暫定予算につきまして申

し上げます。 

 まず、保険勘定の歳入の主なものとしまして、６５歳以上の第１号被保険者の介護保険

料として４億９,８６０万円、保険給付費等の歳出に対する国庫支出金として５億

５,８２０万円、支払基金交付金として６億６,５１０万円、県支出金として３億

５,７４０万円、繰入金として４億１,８００万円などが計上されております。 

 次に、歳出の主なものとしまして、介護サービス利用に伴う保険給付費として２２億

５,８１０万円、高齢者の地域での生活を総合的に支援する地域支援事業費として１億

６,２９０万円、総務費として７,９４０万円が計上されております。 

 以上により、保険事業勘定においては、歳入歳出それぞれ２５億１３３万円となってお

ります。 

 次に、サービス事業勘定の歳入の主なものといたしまして、予防給付費収入として、居

宅支援サービス計画費収入２,２４０万円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものとしまして、居宅介護支援事業費として、新予防給付ケアプラン

作成委託料及び嘱託職員人件費等２,２４０万円が計上されております。 

 以上により、介護サービス事業勘定においては、歳入歳出それぞれ２,２４６万円とな

っております。 

 討論において、委員から「ヘルパーは介護計画の見直し等重要な役割を担っている。ヘ

ルパーの資格を必要としない総合事業への移行は慎重に行うべきである」などの意見があ

りました。 

 次に、第２７号議案平成２９年度中間市後期高齢者医療特別会計暫定予算につきまして

申し上げます。 

 歳入の主なものとしまして、後期高齢者医療保険料として２億７,３４０万円、一般会

計繰入金として９,６２０万円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものとしまして、一般管理費として２７０万円、福岡県後期高齢者医

療広域連合への納付金として３億６,６７０万円が計上されております。 

 以上により、暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億７,１０７万円となっておりま

す。 
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 討論において、委員から「命と健康にかかわる医療を年齢で差別するこの制度は廃止す

べきである」などの意見がありました。 

 次に、第２９号議案平成２９年度中間市病院事業会計暫定予算につきまして申し上げま

す。 

 まず、収益的収入及び支出としまして、収入については、病院事業収益として１１億

５,６５３万円が計上されております。 

 このうち、医業収益として１０億３,２１６万円が計上され、その内訳は、入院収益

３億９,９１４万円、外来収益５億５,５３１万円、負担金４,８３２万円などとなってお

ります。 

 また、医業外収益として１億２,４３７万円が計上され、その内訳は、他会計補助金

４,４８４万円、負担金交付金５,０６７万円、長期前受金の戻入２,５３２万円などとな

っております。 

 支出については、病院事業費用として１１億５,５７１万２,０００円が計上されており

ます。 

 このうち、医業費用として１１億３,８０７万円が計上され、その内訳は、給与費５億

４,４５４万円、薬品等材料費３億１,２９４万円、委託料等経費２億３,９１９万円など

となっております。 

 また、医業外費用として９６５万円、特別損失として８００万円が計上されております。 

 次に、資本的収入及び支出としまして、収入については９,１３４万２,０００円が計上

され、その内訳は、固定資産整備企業債４,５００万円、他会計負担金４,６３４万円とな

っております。 

 支出については、８,２８１万５,０００円が計上され、その内訳は、器械備品等購入費

４,５００万円、企業債償還金３,７８２万円となっております。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、第２０号議案、第２１号議案、第２６号議案、

第２７号議案については賛成多数で、第２２号議案、第２９号議案については全員賛成で、

原案どおり可決すべきであると決した次第であります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（山本 慎悟君）  

 最後に、佐々木晴一産業消防委員長。 

○産業消防委員長（佐々木晴一君）  

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第２０号議案のうち、産業消防委

員会に付託されました所管部分並びに第２３号議案、第２４号議案及び第２８号議案の暫

定予算４件について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 初めに、第２０号議案平成２９年度中間市一般会計暫定予算につきまして申し上げます。 
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 歳入の主なものは、社会資本の改築改修などに伴う社会資本整備総合交付金として１億

１,７３０万円、市営住宅５６６戸の使用料として４,０４０万円、住宅市街地総合整備事

業費補助金として４,３６０万円、市有地公売による土地売払収入として１,９２０万円、

消防救急無線デジタル化整備事業助成金として９００万円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものは、総務費では、交通安全対策費としてカーブミラーやガード

レールなどの交通安全施設整備工事、防犯灯ＬＥＤ化の補助金等に１,８５０万円が計上

されております。 

 衛生費では、火葬施設、し尿処理施設、じんかい処理施設などの広域組合負担金として

３億４,７００万円、廃品回収などを行っている資源回収団体への奨励金として５００万

円が計上されております。 

 労働費では、中間商工会議所が実施している中小企業経営改善指導事業等の補助金とし

て１００万円が計上されております。 

 農林水産費では、岩瀬一丁目地内市有地整備工事に係る農業倉庫移転補償費算定委託料

として３２０万円、上底井野地内の水路改良工事及び保安林地区森林伐採工事等の工事請

負費として７９０万円が計上されております。 

 商工費では、筑前なかま祭り補助金、地域経済活性化対策補助金、中間市住宅リフォー

ム助成金等に１,９００万円が計上されております。 

 土木費では、道路維持費において市内道路の舗装及び側溝の修繕料等に５,１５０万円、

道路新設改良費において、御座ノ瀬中ノ谷線バイパス道路新設工事等の社会資本整備総合

交付金事業や道路新設改良事業等に２億４,３５０万円、都市計画費において、仮家大膳

橋線、塘ノ内砂山線の街路事業負担金等に１,２００万円、５年に１度見直される都市計

画基礎調査業務の委託料等に７７０万円が計上されております。 

 公園費においては、御座ノ瀬山ポケットパーク整備調査設計、垣生公園池周辺整備調査

設計及び市内公園の維持管理の委託料に２,４００万円、福岡県植樹祭開催市負担金とし

て１５０万円が計上されております。 

 住宅費においては、岩瀬地区の市営住宅の外壁改修工事等に１,０４０万円、また、中

鶴地区建替事業に要する経費として、中鶴更新住宅新築工事に伴う実施設計委託料等に

７,８６０万円が計上されており、中鶴地区の住環境の整備を図ってまいります。 

 消防費では、消防救急無線デジタル設備及び高機能消防指令センター設備保守委託料に

１,３１０万円、第４分団の消防団格納庫改修工事及び桜台二丁目の公園の防火水槽漏水

改修工事に４９０万円、また、備品購入費としてボートトレーラー購入等に４２０万円が

計上されております。 

 討論において、委員から「御座ノ瀬中ノ谷線バイパスは２９年度で完成するとのことだ

が、開発優先の行政を進めると、市民の社会保障や福祉にしわ寄せが行くので反対する」

との意見がありました。 
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 次に、第２３号議案平成２９年度中間市地域下水道事業特別会計暫定予算につきまして

申し上げます。 

 歳入の主なものは、下水道利用者からの使用料として３,９４０万円、一般会計からの

繰入金３,８４０万円が計上されております。 

 次に歳出の主なものは、曙下水処理場及び中鶴下水処理場の維持管理委託料として

５,７４０万円、両下水処理場の修繕及び光熱水費として１,５５０万円が計上されており

ます。 

 以上により、予算の総額は歳入歳出それぞれ７,７９２万円となっております。 

 次に、第２４号議案平成２９年度中間市公共下水道事業特別会計暫定予算につきまして

申し上げます。 

 歳入の主なものは、下水道受益者負担金２,９９０万円、公共下水道使用料として２億

９００万円、国庫補助金３億４,２９０万円、一般会計からの繰入金３億５,４２０万円、

公共下水道事業債として７億３,３００万円が計上されております。 

 次に、歳出の主なものは、公営企業会計移行業務委託料等に１,２３０万円、流域下水

道処理負担金等に１億７,６８０万円、砂山地内管渠築造工事ほか２１件で８億９,４９０万

円、ガス・水道管等の支障管移設保障費に５,０００万円、流域下水道事業に要する建設

費負担金に７,４８０万円、公債費の元金償還金を２億８,１１０万円、同じく利子償還金

として１億１,８１０万円が計上されております。 

 以上により、予算の総額は歳入歳出それぞれ１７億４,５２９万円となっております。 

 次に、第２８号議案平成２９年度中間市水道事業会計暫定予算について申し上げます。 

 平成２９年度の給水戸数は、中間市と遠賀町をあわせて２万７,６８７戸を予定し、

１日当たりの平均給水量は１万７,６０２立方メートルと見込まれております。 

 収益的収入については、水道事業収益６億４,１９０万円が計上され、その主な収益は、

営業収益では、給水収益として５億５,３１０万円、営業外収益では、下水道工事に伴う

配管移設工事補償費で２,４３０万円が計上されております。 

 収益的支出について、水道事業費用では６億４,１７０万円が計上され、主な費用とい

たしましては、原水及び浄水費では、浄水場運転監視業務委託料として１億８,０５０万

円、配水及び給水費では、配水管修繕工事費等に７,１５０万円、また、減価償却費とし

まして１億８,４７０万円が計上されております。 

 その結果、平成２８年度は、消費税込みで２２万円の純利益が見込まれております。 

 次に、資本的収入については２億８４０万円が計上されており、その主なものは、建設

改良企業債２億円となっております。資本的支出については４億７,７２０万円が計上さ

れ、その内容は、配水管の老朽化に伴う配水管布設替工事を重点的に行う予定となってお

ります。主な工事としましては、中間地区において、県道中間水巻線配水管布設工事等が

１４件、遠賀地区において、国道３号線配水管布設替工事等５件で、総件数１９件を予定
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しております。 

 以上の建設改良事業については、総事業費３億６,７６０万円で実施することとなって

おります。なお、資本的収支の不足額２億６,８７０万円は、当年度分損益勘定留保資金

等により全額補填が予定されております。 

 討論において、委員から「浄水場の民間委託について、水は市民の口に入るものである

ので、市が責任を持ってすべきであるのに、経費削減のためだけの民間委託には反対す

る」との意見がありました。 

 最後に、それぞれ採決いたしました結果、第２０号議案、第２８号議案は賛成多数、第

２３号議案、第２４号議案は全員賛成で、原案のとおり可決すべきと決した次第でありま

す。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（山本 慎悟君）  

 これより、質疑に入ります。 

 ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄君。 

○議員（７番 田口 澄雄君）  

 第２０号議案平成２９年度中間市一般会計暫定予算及び第２８号議案平成２９年度中間

市水道事業会計暫定予算について、日本共産党議員団を代表して反対意見を申し述べます。 

 まず最初に、こうした暫定予算についてですが、各課の予算の組み方についてそれぞれ

説明がありましたが、結局年間予算の組み立てをした上で暫定予算という形で組み直した

ようであります。年間を通しての予算と半年分が混在をしているため、前年度との比較が

意味をなさず、結果として中途半端な予算組みという印象です。 

 また、９月議会では、本予算として再度同じような手間がかかります。次期市長や新た

な選挙後の議員に配慮したような説明ですが、本予算としてきちんと組んで、政策的な予

算は、従来のように９月議会の補正としたほうがすっきりしていたと思います。 

 また、９月議会では、前年度の決算という任務がありますので、新たな市長や新しい議

員構成の中で、この二つの審議はとても大きな負荷がかかると思います。とはいえ、既に

これで走っていますので、このような事態となったときの次回は配慮を求めます。 

 次に、高齢者運転免許証の自主返納支援事業やなかま健康マイレージ事業等が新規事業

として並べられていますが、暫定予算として政策判断がつきにくい場合を口実にしている

以上、新規事業は次期市長に任せるべきだったと思います。 

 また、高齢者の運転免許証の自主返納支援事業については、確かに県下では、１人１回
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５,０００円という自治体もありますが、近隣で先行した自治体を見ますと、岡垣町の

１万５,０００円分や遠賀町の１万円、鞍手町の２万４,０００円分とかなり支給に開きの

あるのが実態です。そんなに慌てず、もう少し調べてから実施してもよかったのではない

でしょうか。「５,０００円と聞いてがっかりした」という意見も寄せられています。後

で増額した場合は、先行した方との差が不満につながって残ると思います。 

 次に、かねてより問題を指摘していた人事評価制度に、いよいよ一時金の勤勉手当で差

をつける制度が導入をされました。同じ職場で最下位の評価の方の勤勉手当の２％が第一

番目の評価者に回されます。特定の職員の給料の一部が、同じ職場の同僚に回されること

が、それぞれのやりがいにつながるのでしょうか。反目につながるだけではないでしょう

か。しかも、評価は必ずしもそれぞれの納得のいくものではないと思います。決定する上

司との人間関係も影響すると思います。制度自体がかなり不満を生み出すものだと思いま

す。 

 全国に先立って実施した先行自治体の大阪府でも、評価者、被評価者の７０％以上の方

が、「資質、能力、執務意欲の向上につながるとは思われない」と答えています。同僚や

後輩への配慮は評価のプラスには働きにくく、職場の和を壊すだけです。市民に喜ばれる

仕事を、とも乖離をいたします。即刻中止を求めます。 

 次に、市民課におきまして、個人番号カード、マイナンバーカードに係る予算が計上さ

れています。このマイナンバーカード制度は、国民一人一人に固有の番号をつけ、税や社

会保障の情報を国が管理をし、プライバシーを侵し、社会保障の給付削減を狙うものです。

成り済ましや詐欺などを引き起こす要因となり、市民にメリットはありません。即刻中止

を求めます。 

 次に、障害者福祉におきまして、特別児童福祉手当、月額２,０００円と在宅重度障害

者援護見舞金、年額６,０００円を削減する予算となっています。障がい者の福祉切り捨

ては、ノーマライゼーションの精神に外れるもので認められません。 

 次に、学校給食の問題ですが、民間委託がついています。今、２校を残して全て民間委

託化をしています。お隣の北九州市では、委託された学校での離職率が問題となっていま

す。１２０％や１５０％という学校も出ています。つまり、やめて採用したが、その方々

もやめたという事態です。安定的な、そして何よりも子どもたちに喜ばれ、安心して食べ

られる学校給食を保障する上でも、市が直接運営する直営化が理想だと思います。かつて

は、１００％そうでした。民間委託の中止と、今現に従事している方の職員としての採用

を求めます。 

 次に、地方債は借金だから、なるべく少ないにこしたことはありません。しかし、後年

度の市民の負担の分担という役割もあります。余りに急激な返済は慎むべきだと思います。

また、急激な返済によるその効果分は、もっと市民本位に活用すべきだと思います。 

 現市長の松下市長になる前の平成１５年度に、後で交付税として返ってくる臨時財政対
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策債を除く地方債の残高は１７９億１,０００万円でしたが、平成２９年度の予想では

６８億７,０００万円となっています。その差は１１０億円にもなります。また、その間

の市の貯金に当たる財政調整基金は７.５億円が１４.７億円と、実に倍になっています。 

 財政が厳しいからと、国保に至っては、法定外繰り入れを平成２５年度まではほとんど

実施をせず、一昨年、来年度と、この３年間で２回の国保税の値上げをしましたし、しよ

うとしています。財政の厳しさを盛んに訴えますが、財政が厳しいのは、むしろ市民の方

ではないでしょうか。中間市ではそうした借金を減らしてきた結果、平成１６年度に４億

６,０００万円あった銀行等への利子払いが、平成２９年度の予想では５,４００万円と、

実に４億円の負担減となっています。市民の過度な公共料金への負担強化は、市内経済の

悪循環につながり、税収の減にもつながります。中間市の財政を悪くする原因ともなりま

す。市民の生活を支える財政運用を求めます。 

 次に、第２８号議案平成２９年度中間市水道事業会計暫定予算について、反対意見を申

し述べます。 

 休祭日及び夜間の浄水場の業務が民間委託されています。水は命の源です。安全安心の

水を供給する水道事業は、あくまでも直営でやるべきです。また、このような安易な民間

委託の実施が、個別の組織や企業では効率化と捉えて評価されますが、それが全体から見

れば、無権利、低賃金の労働者の拡散につながり、この国の経済を大きく損なわせていま

す。公的機関である地方自治体が率先してやるべきことではありません。即刻、もとの直

営に戻すことを求めます。 

 以上のことから、２つの来年度の暫定予算には反対をいたします。 

○議長（山本 慎悟君）  

 ほかに討論はありませんか。青木孝子さん。 

○議員（６番 青木 孝子君）  

 第２１号議案平成２９年度中間市特別会計国民健康保険事業暫定予算、第２６号議案平

成２９年度中間市介護保険事業特別会計暫定予算、第２７号議案平成２９年度中間市後期

高齢者医療特別会計暫定予算につきまして、日本共産党市議団を代表いたしまして、反対

討論をいたします。 

 特別会計国民健康保険事業暫定予算では、国保税が３年連続で引き上げられ、市民の大

きな負担になっています。国保は、他の協会けんぽなどの公的医療保険に比べて、高齢者

や低所得者が多く加入しているという問題を抱えており、高過ぎる保険税や財政悪化につ

ながる要因になっています。高過ぎる保険税は、国民が必要な医療を受ける大きな障がい

ともなっています。高過ぎる国保税を解消するために、市税の運用の見直しと国庫負担の

大幅な引き上げを求めるものです。 

 ２０１８年度から、国民健康保険の都道府県化が行われます。全国的に、一般会計から

の法定外繰り入れを考慮しない標準保険料率は現在の約２倍になり、埼玉県では１.７倍
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と試算しています。厚労省は、都道府県化後も市町村の一般会計からの法定外繰り入れは

自治事務であることから認めていますので、一般会計からの法定外繰り入れを継続するこ

とを求めるものです。 

 次に、介護保険事業特別会計暫定予算では、高額介護サービス費を月額限度額、現行の

３万７,２００円を１７年度は８月から４万４,４００円に引き上げます。また、ことし

４月から、要支援１、２の高齢者を介護保険から外し、通所介護や家事援助をシルバーセ

ンターなどに委ねる総合事業が全面的にスタートします。ヘルパーは家事代行ではなく、

高齢者を継続的に見ることで認知症など状態の変化を見つけ、介護計画の見直しにつなげ

ていきます。要支援者サービスを切り捨てる総合事業への移行に反対するものです。 

 最後に、後期高齢者医療特別会計暫定予算では、特例軽減の経過措置がなくなり、所得

割、５割軽減が２割軽減に引き下げられ、全国平均月額１,３１０円の負担増になります。

また、扶養家族だった人の定額部分の現行９割軽減は、７割軽減になります。後期高齢者

医療保険料は、２年ごとに見直され、７５歳以上の人口がふえれば自動的に値上がり、ま

た１人当たりの医療給付がふえればもっと値上がりする仕組みになっています。７５歳以

上の高齢者を別枠の医療保険に囲い込む後期高齢者医療制度をつくっている国はありませ

ん。命と健康にかかわる医療に年齢で差別する制度は、廃止すべきです。 

 以上、反対討論を終わります。 

○議長（山本 慎悟君）  

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、議案第２０号議案から第２９号議案までの平成２９年度各会計暫定予算

１０件を順次採決いたします。 

 議題のうち、まず２０号議案平成２９年度中間市一般会計暫定予算を起立により採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、第２０号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第２１号議案平成２９年度中間市特別会計国民健康保険事業暫定予算を起立によ

り採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ
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とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、第２１号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第２２号議案平成２９年度中間市住宅新築資金等特別会計暫定予算を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第２２号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第２３号議案平成２９年度中間市地域下水道事業特別会計暫定予算を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第２３号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第２４号議案平成２９年度中間市公共下水道事業特別会計暫定予算を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第２４号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第２５号議案平成２９年度中間市公共用地先行取得特別会計暫定予算を採決いた

します。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  
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 ご異議なしと認めます。よって、第２５号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第２６号議案平成２９年度中間市介護保険事業特別会計暫定予算を起立により採

決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、第２６号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第２７号議案平成２９年度中間市後期高齢者医療特別会計暫定予算を起立により

採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、第２７号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第２８号議案平成２９年度中間市水道事業会計暫定予算を起立により採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、第２８号議案は委員長の報告のとおり可決することに決

しました。 

 次に、第２９号議案平成２９年度中間市病院事業会計暫定予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異議なしと認めます。よって、第２９号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議員提出議案第１号
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○議長（山本 慎悟君）  

 次に、日程第１１、議員提出議案第１号中間市議会会議規則の一部を改正する規則を議

題といたします。 

 お諮りいたします。本案については、提案理由の説明を省略することにしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異議なしと認めます。よって、本案については、提案理由の説明を省略することに決

しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第１号については、委

員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異義なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 討論なしと認めます。 

 これより、議員提出議案第１号中間市議会会議規則の一部を改正する規則を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第１号は原案のとおり可決することに決

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．意見書案第１号

日程第１３．意見書案第２号

○議長（山本 慎悟君）  

 次に、日程第１２、意見書案第１号及び日程第１３、意見書案第２号の意見書案２件を

一括して議題とし、提案理由の説明を求めます。草場満彦君。 
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○議員（９番 草場 満彦君）  

 公明党の草場満彦でございます。意見書案第１号及び第２号、２件の趣旨説明を行いま

す。 

 初めに、意見書案第１号、無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ─Ｆｉ）環境の整備促進を求める

意見書案についての趣旨説明を行います。 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、通信環境の整備、とり

わけ無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ─Ｆｉ）環境の整備は喫緊の課題となっております。 

 ２０１４年度に観光庁が行った「平成２６年度訪日外国人旅行者の国内における入国環

境整備に関する現状調査結果」によりますと、旅行中最も困ったこととして、無料公衆無

線ＬＡＮ環境が３０.２％と最も高く、特に公共施設や観光施設におけるＷｉ─Ｆｉ環境

の普及や利用手続の簡便性の面での課題が指摘をされております。 

 政府は、防災の観点から、２０２０年までに約３万カ所のＷｉ─Ｆｉ環境の整備を目指

しており、また空港や駅、鉄道、宿泊施設など人が多く出入りする場所には、民間での設

置を働きかけております。 

 Ｗｉ─Ｆｉ環境の整備促進は、インバウンドのさらなる増加だけでなく、防災拠点とな

る公共施設等の災害時における通信手段の確保にも大きく貢献することから、以下の項目

について強く要望いたします。 

 １、鉄道・バス等の公共交通機関やホテル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に対する

Ｗｉ─Ｆｉ整備支援事業を一層拡充すること。 

 ２、日本遺産・国立公園等の観光拠点や観光案内所におけるＷｉ─Ｆｉ環境の整備を一

層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図ること。 

 ３、防災の観点から、避難所・避難場所の学校、市民センター、公民館等の防災拠点や、

博物館・自然公園等の被災場所として想定される公的拠点へのＷｉ─Ｆｉ環境の整備を行

う地方公共団体に対して、財政的支援措置を導入すること。 

 次に、意見書案第２号、指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書案

の趣旨説明を行います。 

 指定給水装置工事事業者制度は、平成８年の水道法改正以来、全国一律の指定基準を持

って運用されてきました。しかし、平成２５年度末の厚生労働省のアンケート調査によれ

ば、所在不明な指定工事事業者は約３,０００者、違反行為件数は年１,７４０件、苦情件

数は年４,８６４件など、トラブルが多発している実態が明らかになりました。 

 現行制度では、新規の指定のみが規定されるため、廃止、休止等の状況が把握されない

ことや、工事事業者が複数の水道事業者から指定を受けている場合には、水道事業者によ

る講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘をされております。 

 水道利用者の安心安全のために、不適格事業者を排除し、継続的なメンテナンスを確保

する必要があります。そこで、建設業と同様に現行制度に更新制を導入することを強く求
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めます。 

 １、指定給水装置工事事業者制度を更新制とすること。 

 ２、水道が生活密着型インフラであることを鑑み、地域活性化に資するため、配管技能

者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確

保すること。 

 以上、議員の皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明を終わりま

す。 

○議長（山本 慎悟君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案２件については、委員会の

付託を省略したいと思いますが、これにご異義ありませんか。 

（「異義なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異義なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。宮下寛君。 

○議員（５番 宮下  寛君）  

 意見書案第２号指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書について討

論を行います。 

 この事業者について、小企業が多く、厳しい経営を余儀なくされている業者も多いこと

から予測されるわけですけれども、今ご指摘されているようにトラブルの問題が多くて更

新制をやむを得ないと考えるものですが、更新料の負担が重くならないように意見を申し

述べて賛成討論といたします。 

○議長（山本 慎悟君）  

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、意見書案２件を順次採決いたします。 

 議題の１、まず、意見書案第１号無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ─Ｆｉ）環境の整備促進を

求める意見書を起立により採決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
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○議長（山本 慎悟君）  

 全員起立であります。よって、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第２号指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書を起

立により採決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 全員起立であります。よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．意見書案第３号

○議長（山本 慎悟君）  

 次に、日程第１４、意見書案第３号オスプレイの国内からの撤去を求める意見書を議題

とし、提案理由の説明を求めます。田口澄雄君。 

○議員（７番 田口 澄雄君）  

 意見書案第３号オスプレイの国内からの撤去を求める意見書案について提案理由を申し

述べます。 

 昨年１２月１３日、米海兵隊普天間基地所属の垂直離着陸機ＭＶ─２２オスプレイが、

名護市の沿岸から８０メートルの浅瀬に墜落し、大破いたしました。この事故についての

説明では、米軍の責任者も菅官房長官も「着水」あるいは「不時着水」という表現を使っ

ており、パイロットの判断であくまで「おりた」ということになっています。 

 また、在沖縄米軍トップのニコルソン第３海兵隊遠征軍司令官は、沖縄県副知事との会

談で、「住宅上空を飛ばなかったことを感謝されるべきだ。飛行士は英雄だ」などと述べ、

その米軍の占領意識丸出しの発言に、多くの沖縄県民と国民の怒りを買っています。 

 パイロットがパラシュートで脱出をしている点や、機体がばらばらに大破している点か

ら見て、機体がコントロールされている中で着水したという説明には、かなりの無理があ

ると思います。 

 沖縄配備直前の２０１２年９月の日米両政府による安全性に関する合意では、１、人口

密集地を避ける、２、夜間訓練飛行を制限するなどを盛り込まれていましたが、今回の事

故はその２つにも抵触します。ところが、もっと問題なのは、事故原因の検証もままなら

ぬ、事故からわずか６日後に飛行を再開し、さらに今回の事故の原因となった空中給油を、

これも事故からわずか３週間で再開したことであります。稲田防衛大臣が述べたような米

側から得た情報や防衛省、自衛隊の専門的知見に照らせば合理性が認められるというよう

なものではないと思います。 

 今、オスプレイは全国七つの英語の色名のついたルートで低空飛行訓練を展開しようと

しています。飛行ルートには２１県、１３８の市町村が存在します。あくまでもこのルー
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トとは、原則的ルートであり、これ以外の地域を飛行することもあります。そうなると、

「未亡人製造機」とまで呼ばれる危険この上ないこの飛行機が、私たちの上空を飛び、い

きなり落ちてくることも決して架空の話ではありません。 

 もともとこのオスプレイは、日本を守るというより、その飛行継続距離の長さとそのス

ピード、そして搭載容量の大きさから、敵と指定をした国の奥深く入り込み、一気に攻撃

し、制圧するための手段としての兵器であります。このような日本の安全にとっても、私

たちの命や暮らしにとっても危険この上ない航空機については、我が国から即刻撤去する

ことを求め、提案理由を終わります。 

○議長（山本 慎悟君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第３号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異義ありませんか。 

（「異義なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異義なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 討論なしと認めます。 

 これより、意見書案第３号オスプレイの国内からの撤去を求める意見書を起立により採

決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．意見書案第４号

○議長（山本 慎悟君）  

 次に、日程第１５、意見書案第４号カジノ解禁推進法の撤回とカジノ推進の中止を求め

る意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。青木孝子さん。 

○議員（６番 青木 孝子君）  

 カジノ解禁推進法の撤回とカジノ推進の中止を求める意見書案の提案説明をいたします。 
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 カジノ推進法は、公的主体に限定的に認められてきた賭博を歴史上初めて民間にも解禁

する道を開くものです。この法の具体的な規制策や弊害への対策は、全ての同法成立後

１年以内に政府の責任で整備する実施法に先送りし、白紙委任のようにカジノ解禁だけを

決めるという乱暴なものです。 

 日本は既にギャンブル大国です。競馬や宝くじなどの公営ギャンブルの売り上げは年間

６兆円で、パチンコとスロットマシンは２０兆円にも上ります。マカオのカジノの年商が

４兆円ですから、日本はいかにギャンブル大国かがわかります。日本は、パチンコという

賭博が遊技場として日常的に開かれ、世界の賭博機の６０％が密集する特殊な国でもあり

ます。それにもかかわらず、さらにカジノという最も危険で依存性の高い新たな賭博場を

つくることは許されません。 

 カジノの合法化については、反社会的勢力の介入、多重債務問題の発生、青少年への悪

影響、ギャンブル依存症患者の増大など、さまざまな問題が懸念されます。 

 カジノ解禁推進法は、現在刑法が禁じているカジノ賭博を合法化するものです。刑法の

賭博禁止の規定について確定した最高裁判決によれば、怠惰や浪費などの悪習を生む、働

くという意欲を害する、社会的犯罪の温床となる、などを理由に処罰すべき犯罪だとして

います。 

 ２０１４年の厚生労働省の調査によると、日本のギャンブル依存症患者は推定５３６万

人、成人の４.８％にも上ります。米国の１.６％やオーストラリアの１％に比べても特出

しています。世論調査でも、「カジノ解禁に反対する」が約６割になるなど大多数の国民

も反対している中で、このような法律を短時間の審議で強行採決したことは許されません。 

 国会に対し、カジノ解禁推進法を撤回するよう強く求めるとともに、政府は、同法に基

づくカジノ解禁のための全ての措置を行わないことを求めるものです。 

 以上、提案説明は終わります。皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（山本 慎悟君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第４号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異義ありませんか。 

（「異義なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異義なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（山本 慎悟君）  

 討論なしと認めます。 

 これより、意見書案第４号カジノ解禁推進法の撤回とカジノ推進の中止を求める意見書

を起立により採決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．意見書案第５号

○議長（山本 慎悟君）  

 次に、日程第１６、意見書案第５号「組織的犯罪処罰法改正案」（共謀罪）の撤回を求

める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。宮下寛君。 

○議員（５番 宮下  寛君）  

 日本共産党の宮下寛であります。「組織的犯罪処罰法改正案」（共謀罪）の撤回を求め

る意見書案についての趣旨説明を行います。 

 安倍首相は、テロ等準備罪といわれる法案をつくらなければ、国際組織犯罪防止条約を

締結できない。国際組織犯罪防止条約を締結できなければ、東京オリンピック・パラリン

ピックを開けないと言っても過言ではないと国会で答弁をしていますが、国連が求めてい

るこの条約の内容は、テロ対策ではなく、マフィアや暴力団による麻薬密売やマネーロン

ダリングなどの経済犯罪対策だということです。このことは政府答弁でも認めているので

す。ですから、自民党の中からでさえも、テロという文言が一つもないのでは、と苦言が

出て、急遽条文などにある「組織的犯罪集団」の前に「テロリズム集団その他の」の文言

が挿入され、一昨日の２１日に閣議決定し、即日国会に提出されたものです。 

 しかし、日本は、テロ防止に関する国際条約１３本全てに締結をしています。また、重

大犯罪に対しても予備罪などを含めて十分調えられています。しかも、国会に提出された

法案の内容は、２００３年、５年、９年と過去３度と廃案になった共謀罪とほとんど変わ

らないものです。 

 ２人以上で話し合い、計画していることが犯罪に関係しているかどうかは、警察、捜査

機関が判断することになるわけですから、盗聴、盗撮、さらには高性能指向性マイクで街

頭の会話までが監視対象になる。また、メールやＬＩＮＥ、フェイスブック、ツイッター

など国民監視の強化が常態化することになります。 

 安倍首相や菅官房長官などは、一般の方々が対象になることはあり得ない、などと連袂

していますが、戦前につくられた治安維持法のときとそっくりです。 

 当時の内務省刑法局長が、「我々のほうでも運用については非常に注意し、純真な労働
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運動や社会運動を傷つけないように心がけている」と言っていますが、実際は、日本共産

党を初め、労働運動や農民運動、文化活動、教育者、宗教者などあらゆる分野を弾圧し、

昭和３年から終戦の４５年までの逮捕者は数十万人で、送検された人は７万５,０００人

を超え、この治安維持法の弾圧が原因で命を落とされた方は、わかっているだけでも

１,６８２人となっています。 

 皆さん方もご存じの方もおられると思いますが、「蟹工船」の作者の小林多喜二は、逮

捕されて７時間後には拷問で亡くなっています。また、宗教者では、創価教育学会の初代

会長の牧口常三郎氏も検挙され、獄死しています。 

 先日、ノンフィクション作家の保阪正康氏が毎日新聞で、「戦前の治安維持法も、作ら

れた当初は、天皇や私有財産を否定する団体を取り締まることが目的だった。しかし、一

般の人たちには関係のない法律だったはずが、考えられないほど増幅し、歯止めが利かな

くなっていった。治安立法の怖さとはそういうものなのだ。こういう法律が作られたら日

常生活が萎縮し、社会に病理を生むことになりかねない。昭和史を調べてきた者として、

そうしたことに不安を覚えずにいられない」と述べています。 

 治安維持法と同じ歴史を繰り返してはならないと思うものです。議員諸氏の賛同を願う

ものであります。 

 以上、趣旨説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本 慎悟君）  

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第５号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異義ありませんか。 

（「異義なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 ご異義なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本 慎悟君）  

 討論なしと認めます。 

 これより、意見書案第５号「組織的犯罪処罰法改正案」（共謀罪）の撤回を求める意見

書を起立により採決いたします。 

 本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 
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○議長（山本 慎悟君）  

 起立多数であります。よって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．会議録署名議員の指名

○議長（山本 慎悟君）  

 これより、日程第１７、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８３条の規定により、議長において、草場満彦君

及び井上太一君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（山本 慎悟君）  

 以上をもちまして、今期定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。よって、

平成２９年第１回中間市議会定例会は、これにて閉会いたします。 

午前11時13分閉会 

────────────────────────────── 
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